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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の医用機器の各医用機器を構成する複数の部品の各部品の稼動環境を表す稼動環境
情報を受信して管理する稼動環境情報管理手段と、
　前記複数の部品のうち、故障が発生した部品の故障を表す故障情報を受信する度に、前
記稼働環境情報管理手段が保有している稼働環境情報の中から、前記故障の部品における
稼動環境情報を取得して、前記取得された稼働環境情報を分析することで、前記故障を誘
引する、温度条件及び故障間隔時間条件のうち少なくとも１つを含む故障条件を取得する
分析手段と、
　前記稼働環境情報管理手段が保有している稼働環境情報の中から、前記故障条件に合致
する稼動環境情報に該当する部品を抽出し、前記複数の医用機器のうち、前記抽出された
部品によって構成される医用機器を特定する特定手段と、
　前記特定された医用機器の故障警告を送信する送信手段と、
を備えたことを特徴とする医用機器管理装置。
【請求項２】
　前記稼動環境情報管理手段は、前記稼動環境情報を登録可能な稼動環境情報データベー
スと、前記稼動環境情報データベースに前記稼動環境情報を登録する稼動環境情報登録手
段とを備え、
　前記分析手段により抽出された前記故障条件の情報を記憶する故障条件データベースを
更に備えたことを特徴とする請求項１に記載の医用機器管理装置。
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【請求項３】
　前記稼動環境情報管理手段は、前記稼働環境情報に、前記各医用機器の入力電圧、稼動
環境温度、稼動環境湿度、起動時間、停止時間、及び画像撮影の属性情報のうちの少なく
とも何れか１つ以上のパラメータを関連付けて管理するようにしたことを特徴とする請求
項１に記載の医用機器管理装置。
【請求項４】
　前記稼動環境情報管理手段は、前記稼働環境情報に、前記各医用機器を識別可能な機器
識別情報と、前記各部品を識別可能な個別部品識別情報とを関連付けて管理し、
　前記分析手段は、前記故障の部品を識別可能な故障部品識別情報が関連付けられた前記
故障情報を受信する度に、前記稼動環境情報管理手段が保有している稼動環境情報の中か
ら、前記故障部品における前記故障部品識別情報に合致する個別部品識別情報に関連付け
られた稼働環境情報を取得して、前記取得された稼働環境情報を分析することで、前記故
障条件を取得し、
　前記特定手段は、前記稼働環境情報管理手段が保有している稼働環境情報の中から、前
記故障条件に合致する稼動環境情報に関連付けられた個別部品識別情報を抽出するように
したことを特徴とする請求項１に記載の医用機器管理装置。
【請求項５】
　前記稼動環境情報管理手段は、前記稼働環境情報、前記機器識別情報、及び前記個別部
品識別情報に、前記稼働環境情報を観察した観察日時情報を関連付けて管理し、
　前記分析手段は、故障発生日時が関連付けられた前記故障情報及び前記故障部品識別情
報を受信する度に、前記稼動環境情報管理手段が保有している稼動環境情報の中から、前
記故障部品における前記故障部品識別情報に合致する、解析対象期間内の個別部品識別情
報に関連付けられた稼働環境情報を取得し、前記取得された稼動環境情報の予め定めた区
間毎に故障発生確率を算出し、前記故障発生確率を用いて前記故障条件を取得するように
したことを特徴とする請求項４に記載の医用機器管理装置。
【請求項６】
　前記故障条件から前記医用機器の予防保守のための前記故障警告を発生させる条件であ
るアラート発生条件を生成する生成手段を更に備え、
　前記送信手段は、前記アラート発生条件を所定の宛先に送信するようにしたことを特徴
とする請求項１～５の何れか一項に記載の医用機器管理装置。
【請求項７】
　前記アラート発生条件の送信先を示す宛先情報を予め記憶している据付情報管理手段を
更に備え、
　前記送信手段は、前記据付情報管理手段から宛先情報を取得するようにしたことを特徴
とする請求項６に記載の医用機器管理装置。
【請求項８】
　通信ラインを介して前記各医用機器に接続されている医用機器管理装置であって、
　前記通信ラインを介して前記各医用機器から送信されてくる前記稼動環境情報を定期的
に受信するようにしたことを特徴とする請求項１～７の何れか一項に記載の医用機器管理
装置。
【請求項９】
　通信ラインを介して前記各医用機器に接続されている医用機器管理装置であって、
　前記通信ラインを介して前記故障の医用機器から送信されてくる前記故障情報を前記故
障の度に略リアルタイムで受信するようにしたことを特徴とする請求項１～８の何れか一
項に記載の医用機器管理装置。
【請求項１０】
　複数の医用機器の各医用機器を構成する複数の部品の各部品の稼動環境を表す稼動環境
情報と、前記複数の部品のうち、故障が発生した部品の故障を表す故障情報とに基づいて
、前記故障情報を受信する度に、前記稼働環境情報管理手段が保有している稼働環境情報
の中から、前記故障の部品における稼動環境情報を取得して、前記取得された稼動環境情
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報を分析することで、前記故障を誘引する、温度条件及び故障間隔時間条件のうち少なく
とも１つを含む故障条件を取得し、
　前記稼働環境情報管理手段が保有している稼働環境情報の中から、前記故障条件に合致
する稼動環境情報に該当する部品を抽出し、前記複数の医用機器のうち、前記抽出された
部品によって構成される医用機器を特定し、
　前記特定された医用機器の故障警告を送信する、ことを特徴とする医用機器の管理方法
。
【請求項１１】
　複数の医用機器の各医用機器を構成する複数の部品の各部品の稼動環境を表す稼動環境
情報と、前記複数の部品のうち、故障が発生した部品の故障を表す故障情報とに基づいて
、前記故障情報を受信する度に、前記稼働環境情報管理手段が保有している稼働環境情報
の中から、前記故障の部品における稼動環境情報を取得して、前記取得された稼動環境情
報を分析することで、前記故障を誘引する、温度条件及び故障間隔時間条件のうち少なく
とも１つを含む故障条件を抽出し、
　前記故障条件をデータベースに登録し、
　前記データベースから所定の基準に沿って故障条件を取得し、
　前記稼働環境情報管理手段が保有している稼働環境情報の中から、前記取得された故障
条件に合致する稼動環境情報に該当する部品を抽出し、前記複数の医用機器のうち、前記
抽出された部品によって構成される医用機器を特定し、
　前記特定された医用機器の故障警告を送信する、ことを特徴とする医用機器の管理方法
。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医用機器の管理に関し、とくに、遠隔地に設置してある医用機器の稼動環境
情報と故障情報とに基づいて当該医用機器を管理する医用機器管理装置、及び、医用機器
の管理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、遠隔地に設置したＸ線ＣＴ装置などの医用機器と、医用機器の管理を行なう管理
センタとを通信ラインで結び、遠隔から医用機器を管理することが知られている。従来、
この管理においては、特許文献１，２に示されるように、医用機器の部品の故障、すなわ
ち交換時期を予測して故障を未然に防止するための手法が知られている。この手法には、
部品毎の平均故障間隔時間（MTBF: Mean Time Between Failures）を演算する手法や、部
品の特性値を測定し、その値の変化を評価する手法が知られている。
【特許文献１】特開２００２－１４９８６８号公報
【特許文献２】特開２００２－１２３６０２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、上記手法の場合、故障の要因、例えば使用頻度、使用場所の温湿度、電源電圧
等は考慮されていなかった。その為、温度等の稼動環境や使用頻度等の稼動実績が異なる
環境下では、必ずしも平均故障間隔時間による故障の予測精度が高いとは言えない場合が
あった。
【０００４】
　本発明は、上述の事情に鑑みてなされたもので、医用機器の故障可能性をより高精度に
判断でき、従来の単に平均故障間隔時間を用いた故障の予測方法よりも的確な管理を行な
うことができるようにすることを、その目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
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　上記目的を達成するため、本発明に係る医用機器管理装置は、複数の医用機器の各医用
機器を構成する複数の部品の各部品の稼動環境を表す稼動環境情報を受信して管理する稼
動環境情報管理手段と、前記複数の部品のうち、故障が発生した部品の故障を表す故障情
報を受信する度に、前記稼働環境情報管理手段が保有している稼働環境情報の中から、前
記故障の部品における稼動環境情報を取得して、前記取得された稼働環境情報を分析する
ことで、前記故障を誘引する、温度条件及び故障間隔時間条件のうち少なくとも１つを含
む故障条件を取得する分析手段と、前記稼働環境情報管理手段が保有している稼働環境情
報の中から、前記故障条件に合致する稼動環境情報に該当する部品を抽出し、前記複数の
医用機器のうち、前記抽出された部品によって構成される医用機器を特定する特定手段と
、前記特定された医用機器の故障警告を送信する送信手段と、を備えたことを特徴とする
。
【０００６】
　前記目的を達成するため、本発明に係る医用機器の管理方法は、複数の医用機器の各医
用機器を構成する複数の部品の各部品の稼動環境を表す稼動環境情報と、前記複数の部品
のうち、故障が発生した部品の故障を表す故障情報とに基づいて、前記故障情報を受信す
る度に、前記稼働環境情報管理手段が保有している稼働環境情報の中から、前記故障の部
品における稼動環境情報を取得して、前記取得された稼動環境情報を分析することで、前
記故障を誘引する、温度条件及び故障間隔時間条件のうち少なくとも１つを含む故障条件
を取得し、前記稼働環境情報管理手段が保有している稼働環境情報の中から、前記故障条
件に合致する稼動環境情報に該当する部品を抽出し、前記複数の医用機器のうち、前記抽
出された部品によって構成される医用機器を特定し、前記特定された医用機器の故障警告
を送信する、ことを特徴とする。また、前記目的を達成するため、本発明に係る医用機器
の管理方法は、複数の医用機器の各医用機器を構成する複数の部品の各部品の稼動環境を
表す稼動環境情報と、前記複数の部品のうち、故障が発生した部品の故障を表す故障情報
とに基づいて、前記故障情報を受信する度に、前記稼働環境情報管理手段が保有している
稼働環境情報の中から、前記故障の部品における稼動環境情報を取得して、前記取得され
た稼動環境情報を分析することで、前記故障を誘引する、温度条件及び故障間隔時間条件
のうち少なくとも１つを含む故障条件を抽出し、前記故障条件をデータベースに登録し、
前記データベースから所定の基準に沿って故障条件を取得し、前記稼働環境情報管理手段
が保有している稼働環境情報の中から、前記取得された故障条件に合致する稼動環境情報
に該当する部品を抽出し、前記複数の医用機器のうち、前記抽出された部品によって構成
される医用機器を特定し、前記特定された医用機器の故障警告を送信する、ことを特徴と
する。
【発明の効果】
【０００７】
　本実発明によれば、医用機器の稼動環境情報と故障情報に基づいて故障の可能性が高い
医用機器を特定することにより、医用機器の設置現場の状況を踏まえた故障の可能性を判
断することができる。これにより、従来の単に平均故障間隔時間を用いた故障の予測方法
よりも精度の高い予測が可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、図面を用いて、本発明を実施するための最良の形態（以下、「実施形態」という
）を説明する。
【０００９】
　［第１の実施形態］
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る医用機器管理システム（以下、「システム」と
いう）１の全体構成図を示している。また、図１では、病院２に複数の医用機器３１、３

２、…、３Ｎが設置されており、これら医用機器が院内ＬＡＮ(Local　Area Network)を
介して各医用機器の稼動履歴を管理するコンピュータとしての履歴管理装置５に接続され
ている。医用機器としては、Ｘ線ＣＴ装置、磁気共鳴イメージング（ＭＲＩ）装置、Ｘ線
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撮影装置、超音波診断装置、核医学診断装置などが対象となる。なお、ＬＡＮを組まない
システムの場合には、各医用機器の制御装置又は管理装置を兼用し、この装置自体に履歴
管理装置の機能を持たせるようにしてもよい。
【００１０】
　この履歴管理装置５は、インターネット６を介して、病院外の管理センタ７に設置され
たコンピュータとしての医用機器管理装置８と接続されている。これにより、管理センタ
７では、医用機器管理装置８によって、監視対象としての医用機器３１、３２、…、３Ｎ

を履歴管理装置５を介して遠隔監視することができる。
【００１１】
　なお、監視対象は、特定の医用機器（例えば、医用機器３１）全体だけでなく、医用機
器の一部を成す部品やユニット（以下、部品と呼ぶ）であってもよい。部品の故障は、医
用機器の稼動を全面的に停止させなければならない原因になるか、又は、医用機器の稼動
に何等かの支障を来たす。このため、部品の故障は医用機器の故障として管理される。
【００１２】
　また、履歴管理装置５及び医用機器管理装置８は、それぞれ上述のように（１）物理的
装置としてのコンピュータ、その構成要素であるＣＰＵ(Central Processing Unit)、各
種記憶装置［ROM(Read Only Memory),RAM(Random Access Memory),HD(Hard Disk)］、入
力装置、出力装置、及び、このコンピュータに接続された物理的装置等から成るハードウ
ェア資源と、（２）上記コンピュータを動作させるためのプログラム(p5)又は(p8)として
のソフトウェアと、が協働して実現された具体的手段によって構築されている。なお、こ
れらのプログラム(p5)，プログラム(p8)は、ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体に記録して、流通
させることが可能である。
【００１３】
　また、上記履歴管理装置５のＨＤ（不図示）には、図１に示すように、各医用機器３１

、３２、…、３ＮからＬＡＮ４を介して定期的（例えば、１０分毎）に収集した医用機器
の稼動情報(I)を記憶して管理しておく稼動履歴管理ＤＢ(Data Base)１１が構築されてい
る。この稼動情報(I)は、各医用機器を一意に識別可能なＩＤ(Identification)(I1)と、
各医用機器に関する稼動状況を監視した監視日時（例えば、１０分毎）(I2)と、各医用機
器の稼働状況を示した稼動状況情報(I3)とが関連付けられた情報である。この稼動状況情
報(I3)は、図２に示すように、各医用機器が設置されている部屋の温度、湿度、電源電圧
等の稼動環境情報(I31)や、医用機器がＸ線ＣＴ装置である場合のスライス数等の稼動実
績情報(I32)等を含んでいる。
【００１４】
　なお、稼働状況情報(I3)は、医用機器の利用者が、ＧＵＩ(Graphical User Interface)
等を利用することで、温度として設定したり、湿度として設定したり、温度と湿度として
設定したりといったように、任意の一つ、または任意の組み合わせで設定できるようにし
てもよい。また、上記利用者が、ＧＵＩ等を利用することで、病院内の全ての医用機器を
監視対象に設定してもよいし、一部の医用機器を監視対象に設定してもよい。更に、医用
機器の部品や、特定の役割を果たし医用機器を構成する一部としてのユニットを監視対象
に設定してもよい。上記利用者が、ＧＵＩ等を利用することで、警告通知の通知媒体、通
知先（送信先）、通知内容を設定できるようにしてもよい。
【００１５】
　また、医用機器管理装置８のＨＤ（不図示）には、図１に示すように、稼動情報管理Ｄ
Ｂ２１、故障情報管理ＤＢ２２、評価区間管理ＤＢ２３、故障条件管理ＤＢ２４、及び据
付情報管理ＤＢ２５が構築されている。
【００１６】
　このうち、稼動情報管理ＤＢ２１は、履歴管理装置５から、まとめて定期的（例えば、
１日に１回）に送られて来る稼動情報(I)を記憶して管理しておくＤＢ（データベース）
である。故障情報管理ＤＢ２２は、履歴管理装置５から、各医用機器３１，３２，…，３

Ｎの故障が発生する度にリアルタイムで送られて来る故障情報(i)を記憶して管理してお
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くＤＢである。この故障情報(i)は、故障対象である部品を一意に識別可能なＩＤ(i1)と
、この部品を備えた医用装置を一意に識別可能なＩＤ(i2)と、上記部品の故障の発生日時
(i3)が関連付けられた情報である。
【００１７】
　また、評価区間管理ＤＢ２３は、例えば、稼動環境情報が温度である場合、室温が１５
度から２０度の区間、２０度から２５度の区間、２５度から３０度の区間のように、稼動
状況情報(I3)が予め特定された範囲で区分けされる評価区間を管理するためのＤＢである
。
【００１８】
　また、故障条件管理ＤＢ２４は、医用機器が一定の稼働環境（室温等）又は稼動実績（
スライス数等）を超えることで、故障する可能性が高くなる条件を示した故障条件を管理
するためのＤＢである。据付情報管理ＤＢ２５は、図３に示すように、各医用機器ＩＤと
、故障の可能性が高くなっている医用機器３１等又は履歴管理装置５が存在している場合
に送る警告通知の送信先アドレスと、を関連付けて管理するためのＤＢである。
【００１９】
　続いて、本実施形態に係る管理動作を図４のフローチャートを用いて説明する。なお、
このフローチャートの管理処理は、医用機器管理装置８により、例えば所定のメインプロ
グラムの実行中に一定時間毎に実行されるもので、図示していないが、かかる管理処理に
おける処理周期の異なるステップについては、そのステップが終了する毎に、処理はメイ
ンプログラムに戻される。
【００２０】
　尚、本実施形態では、医用機器の一種であるＸ線ＣＴ装置の特定の部品における故障条
件を分析し、履歴管理装置５に対して、故障する可能性が高い旨の警告通知を送信する場
合について説明する。図４は、本実施形態に係る医用機器管理装置８の動作を示したフロ
ーチャート図である。また、図５は、特に図４におけるステップＳ５を詳細に示したフロ
ーチャート図である。図６は、ステップＳ５により導き出した稼動環境（ここでは、医用
装置が据え付けられている部屋の温度）と特定の医用機器部品の故障発生率の関係を示し
た図である。
【００２１】
　まず、図１に示す履歴管理装置５が、定期的（例えば、１０分毎）に各医用機器３１，
３２，…，３Ｎから稼動状況情報（ここでは、医用装置が据え付けられている部屋の温度
）(I3)を収集して、部品ＩＤ(I1)と観測日時(I2)と関連付けた稼働情報(I)として、稼動
履歴管理ＤＢ１１に一時的に蓄積しておく。そして、履歴管理装置５が、稼働情報(I)を
まとめて定期的（例えば、１日毎）に管理センタ７の医用機器管理装置８へ送信すると、
医用機器管理装置８では、この稼動情報(I)を受信する（ステップＳ１）。そして、稼動
情報管理ＤＢ２１に、上記受信した稼動情報(I)を記憶して管理する（ステップＳ２）。
【００２２】
　また、履歴管理装置５は、医用機器３１、３２、…、３Ｎのうちで、特定の日時(i3)に
、特定の医用機器の特定の部品(i1)に故障が発生した旨の故障情報(i)をリアルタイムで
医用機器管理装置８へ送信すると、医用機器管理装置８では、この故障情報(i)を受信す
る（ステップＳ３）。なお、この故障情報は、医用機器自体が自己診断プログラムを定期
的に実行して得た情報であってもよいし、操作者が院内側の履歴管理装置５から手入力し
た情報であってもよいし、また、連絡を受けた管理センタ７のスタッフが医用機器管理装
置７又はその他の管理端末から手入力した情報であってもよい。
【００２３】
　そして、故障情報管理ＤＢ２２に、上記受信した故障情報(i)を記憶して管理する（ス
テップＳ４）。
【００２４】
　このようにして、稼動環境情報を含む稼動情報は１日１回又は複数回、定期的にＤＢに
記憶（登録）され、一方、故障情報は、故障発生の度に、リアルタイムに、又は、任意の
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タイミングでＤＢに記憶（登録）される。
【００２５】
　次に、医用機器管理装置８は、医用機器の故障条件の分析を行う（ステップＳ５）。具
体的には、図５に示すアルゴリズムに従って分析を行う。すなわち、医用機器管理装置８
は、監視範囲（監視期間と監視対象としての部品）を予め定められた範囲で自動指定し、
上記部品ＩＤ(I1)と上記部品ＩＤ(i1)が一致する部品に関し、上記監視期間内の稼働状況
情報(I3)と故障発生日時(i3)を、それぞれ稼働情報管理ＤＢ２１と故障情報管理ＤＢ２２
から読み出すことで、上記分析対象部品の故障時の稼働状況（室温等）と、故障した日以
外の正常時の稼働状況（室温等）を抽出する（ステップＳ５１１）。
【００２６】
　次に、医用機器管理装置８は、評価区間ＤＢ２３を参照して、上記稼働状況情報(I3)に
係る稼働状況を予め定められた評価区間に分割する（ステップＳ５１２）。ここでは、図
６に示すように、上記部品が設けられた医用機器の設置部屋の温度を、１５度から２０度
、２０度から２５度、２５度から３０度の３つの評価区間に分割する。
【００２７】
　次に、各評価区間に対して故障発生率を算出する（ステップＳ５１３）。この故障発生
率の算出は、上記分析対象の故障発生回数（ケース）と上記正常時の回数（ケース）に基
づき、各評価区間において、故障発生率＝〔故障発生回数／（故障発生回数＋正常回数）
〕の計算により行う。これにより、図６に示すように、特定の医用機器（部品）に関して
評価区間（ここでは温度区間）毎の故障発生率を算出することができる。
【００２８】
　以上のように故障発生率は、故障条件として、故障条件管理ＤＢ２４に記憶して管理す
る(ステップＳ６)。このような故障発生率を、故障が発生する度に算出し直すことで、故
障条件が現場の稼動環境（温度等）や稼動実績（スライス数等）によって動的に変化する
ため、実際の現場の稼働状況に合った故障の発生予測を行うことができると共に、後述の
警告通知の送信先等も合わせて動的に変更することができる。
【００２９】
　次に、故障の可能性が高い状態にある医用機器（部品）が存在するものとして、警告通
知を行う場合には、稼動情報管理ＤＢ２１から随時最新の稼動情報を読み出す（ステップ
Ｓ７）、この読み出した稼動情報に基づいて上記故障条件管理ＤＢ２４を検索する（ステ
ップＳ８）。この検索により、例えば「稼動環境温度＝２５～３０℃」が故障条件として
得られる。
【００３０】
　次いで、この故障条件（温度条件）に合致する稼動環境情報のデータを有する医用機器
があるか否かを判断することで、すなわち、特定の医用機器の故障発生率が一定値以上に
あるか否かを判断することで、故障の可能性が高い医用機器が存在するか否かの判断（評
価）を行う（ステップＳ９）。これにより、例えば稼動環境温度が２５～３０℃の元で稼
動する医用機器がその識別情報（機器ＩＤ）と稼動環境温度データと共に抽出される。
【００３１】
　次いで、故障の可能性が高い医用機器が存在しないと判断した場合には（Ｎｏ）、一旦
処理を終えて次の処理タイミングを待つ。一方、上記ステップＳ９において、故障の可能
性が高い医用機器が存在すると判断した場合には（Ｙｅｓ）、警告通知を送信する宛先を
特定するために、機器ＩＤに基づいて据付情報管理ＤＢ２５を参照する（ステップＳ１０
）。そして、特定の宛先（本実施形態では履歴管理装置５）に、特定の医用機器が故障の
可能性の高い状態にある旨の警告通知を送信する（ステップＳ１１）。この警告通知は、
電子メールだけでなく、ＦＡＸや電話による自動音声通知等であってもよい。
【００３２】
　以上説明したように本実施形態によれば、温度等の稼動環境情報(I31)や、スライス数
等の稼動実績情報(I32)等に基づいて、機器設置環境の状況を踏まえた故障の可能性が高
い医用機器（又は部品）を特定することができるため、従来の平均故障間隔時間を用いた
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故障の予測方法よりも精度の高い予測が可能である。
【００３３】
　また、評価区間を詳細に分割し、それぞれの評価区間における故障発生率を算出してお
くことで、範囲の広い評価区間における平均故障間隔よりも精度の高い予測が可能である
。例えば、平均故障間隔が、室温が１５度から３０度の範囲で公開されている場合、室温
が１５度の場合と３０度の場合とでは、必ずしも平均故障間隔時間が同じであるとは言え
ないが、本実施形態のように、室温の評価区間を１５度から２０度の区間、２０度から２
５度の区間、２５度から３０度の区間と言ったように詳細に分割することで、精度の高い
故障の可能性を予測することが可能となる。
【００３４】
　（第１の実施形態の変形例）
　前述した故障可能性の通知は、操作者がＧＵＩを通して指令する指令するようによい。
つまり、医用機器管理装置８により提供されるＧＵＩを操作者が操作したときに、この操
作に応答して故障可能性を通知するように処理される。
【００３５】
　このＧＵＩの一例を図１３に示す。つまり、操作者はＧＵＩを通して提供される故障条
件（特定の故障条件か、全ての故障条件か）、装置条件（特定の装置か、全ての装置か）
、及び通知条件（通知媒体、通知先、通知内容）を指定する。例えば、故障条件として稼
動温度、装置条件として全ての装置を選択した場合、前述の実施形態と同様の処理がなさ
れる。さらに、このＧＵＩに対する別の使用法として、特定の装置の故障を誘引する稼動
環境を抽出したい場合、故障条件＝全ての故障条件、装置条件＝特定の装置、を選択すれ
ばよい。これにより、当該装置の故障誘引となり得る稼動環境条件を抽出することができ
る。
【００３６】
　［第２の実施形態］
　続いて、本発明の第２の実施形態に係るシステムについて説明する。
【００３７】
　この第２の実施形態は、医用機器の故障を誘引する条件である故障条件に対する分析の
具体的手法に関する。
【００３８】
　なお、本実施形態に係るシステムは、上記第１の実施形態におけるシステム１と同一の
構成を有しているため、その説明を省略し、上記医用機器の故障条件の分析（ステップＳ
５）に関して、異なった処理を説明する。
【００３９】
　具体的には、図７に示すように、まず、故障情報管理ＤＢ２２から、部品ＩＤ(i1)に基
づいて、同一の医用装置（部品）の現在及び過去における故障発生日時(i3)を抽出し、こ
の部品ＩＤ(i1)に係る部品の平均故障間隔時間を算出する（ステップＳ５２１）。
【００４０】
　次に、医用機器管理装置８は、稼働情報管理ＤＢ２１から、上記部品ＩＤ(i1)と一致す
る部品ＩＤ(I1)が関連付けられている稼働状況情報(I3)を読み出す（ステップＳ５２２）
。そして、評価区間ＤＢ２３を参照して、上記稼働状況情報(I3)に係る稼働状況（室温等
）を予め定められた評価区間に分割する（ステップＳ５２３）。ここでは、図８に示すよ
うに、特定の医用機器が設置されている部屋の温度を、１５度から２０度、２０度から２
５度、２５度から３０度と言った各評価区間に分割する。そして、上記ステップＳ５２１
で算出した平均故障間隔時間を、各評価区間に分割して、評価区間毎の平均故障間隔時間
を算出する（ステップＳ５２４）。このように処理することで、図８に示すように、特定
の医用機器（部品）に関して評価区間（ここでは温度区間）別の平均故障間隔時間を算出
することができる。
【００４１】
　また、以上のようにして算出した平均故障間隔時間は、第１の実施形態と同様に、故障
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条件として、故障条件管理ＤＢ２４に記憶して管理する(ステップＳ６)。
【００４２】
　これ以降の処理は、上記第１の実施形態と同じであるため、その説明を省略する。なお
、故障条件管理ＤＢ２４には、図７に示すように、全ての評価区間毎に平均故障間隔時間
を記憶してもよし、一定値（例えば、１０００時間）未満の平均故障間隔時間は故障の可
能性が高いと推測して、この一定値未満の平均故障間隔時間のみを記憶してもよい。
【００４３】
　以上説明したように本実施形態によれば、温度等の稼動環境情報(I31)や、スライス数
等の稼動実績情報(I32)等に基づいて、現場の状況を踏まえた故障の可能性が高い医用装
置（部品）を特定することができるため、従来の平均故障間隔時間を用いた故障の予測方
法よりも精度の高い予測が可能である。
【００４４】
　また、評価区間を詳細に分割し、それぞれの評価区間における平均故障間隔時間を算出
しておくことで、従来の範囲の広い評価区間における平均故障間隔時間よりも精度の高い
予測が可能である。
【００４５】
　なお、図９に示すように、稼動情報(I)のうち、稼動実績情報(I32)としてのスライス数
と、稼動環境情報(I31)としての室温等の２つの故障を誘引する要因を考慮して、平均故
障間隔時間を算出してもよい。この場合、図９に示すように、スライス数が５０００から
１００００の場合における室温が２５度から３０度のときと、スライス数が１００００か
ら１５０００の場合における室温が２０度から２５度、及び２５度から３０度のときの３
つの条件（故障条件）の何れの場合も、平均故障間隔時間が１０００時間未満となるため
、故障の可能性が高いと判断される。
【００４６】
　［第３の実施形態］
　続いて、本発明の第３の実施形態に係るシステムについて説明する。
【００４７】
　この第３の実施形態は、故障条件を分析するときの稼動環境条件などの稼動状況条件の
評価区間の動的な変更に関する。
【００４８】
　なお、本実施形態に係るシステムは、上記第１の実施形態におけるシステム１と同一の
構成を有しているため、その説明を省略し、上記評価区間ＤＢ２３の内容を動的に変更す
る場合について説明する。この変更処理は、例えば図５のステップＳ５１２、又は、図７
のステップＳ５２３で医用機器管理装置８により実行される。
【００４９】
　医用機器管理装置８は、稼動環境温度の単位温度ごと（例えば１度ごと）に例えば故障
発生率を算出して、図１０に示すような故障発生頻度分布図を得た場合、予め固定的に分
割した１５～２０度、２０～２５度、２５～３０度までの複数の評価区間を割り当てるよ
りも、故障発生率が急増する２２度を境に分割した方が、現場の実際の故障状況に合致し
た故障予測ができる場合がある。
【００５０】
　そこで、初期設定された評価区間毎の故障発生回数を加算し、評価区間毎の故障発生率
を求める。このとき、医用機器管理装置８は、故障発生率が予め定められた値（例えば図
１０の故障発生率＝１０００）を超えるまでは、評価区間を変えずに同一の評価区間とす
るように、評価区間を動的に変化してもよい。これにより、図１０の例の場合には、評価
区間が１５～２１度及び２２～３０度に動的に変更される。
【００５１】
　なお、評価区間の変更の方法には、評価区間の幅を変化させる方法と、評価区間の初期
値を変化させる場合がある。また、故障発生率の代わりに、平均故障間隔時間を用いても
よい。
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【００５２】
　［第４の実施形態］
　続いて、本発明の第４の実施形態に係るシステムを、図１１及び１２を用いて説明する
。
【００５３】
　この第２の実施形態は、前述した第１の実施形態で実行する警告通知の別の例に関する
。
【００５４】
　医用機器ではその稼動状況に応じて適宜にアラート（警告）を発生させるが、そのアラ
ートには、故障を通知するアラートと、故障を未然に防止するために発生させるアラート
とがある。何れのアラートも予め定められたアラートの発生条件に応じて発生される。通
常、後者のアラート、すなわち故障未然防止のためのアラートの発生条件は、各部品メー
カの定める稼動環境条件に基づいて決められている。
【００５５】
　本実施形態に係る医用機器管理装置８は、その予め定められたプログラムを実行する機
能により、アラート発生条件を生成する生成手段を有する。
【００５６】
　この生成手段の具体例を説明する。いま、前述した故障条件の分析により、図８に示し
た表に記載の故障条件が故障条件管理ＤＢ２４に格納されているものとする。まず、医用
機器管理装置８は、アラート発生条件生成手段の機能を用いて、この故障条件管理ＤＢ２
４に記録されている故障条件を読み出す（図１１、ステップＳ３１）。いまの例の場合、
「稼動環境温度が２５～３０℃」の情報が故障条件として読み出される。この読み出され
た故障条件は、必要に応じて、アラート発生条件としてデータフォーマットの変換に付さ
れる（ステップＳ３２）。
【００５７】
　次いで、医用機器管理装置８は、そのアラート発生条件生成手段の機能により、据付情
報管理ＤＢ２５から装置据付情報を検索し読み出す（ステップＳ３３）。このＤＢ２５に
格納されて装置据付情報、及び、このＤＢ２５から取得される装置据付情報には、少なく
とも図１２に示す表に記載されたデータ項目（装置ＩＤ及びアラート発生条件の送付先）
が含まれている。
【００５８】
　次いで、医用機器管理装置８は、取得された装置据付情報に含まれるアラート発生条件
送信先に、上述した如く読み出された（、必要に応じてフォーマット変換された）故障条
件がネットワークを介して、指定された送信先に送信される（ステップＳ３４）。
【００５９】
　以上の処理は、医用機器管理装置８のＣＰＵによって自動的に且つ定期的に実行される
。なお、この自動実行に代えて、操作者からの処理開始指令があったときだけ、この指令
に応答して実行するようにしてもよい。
【００６０】
　したがって、このアラート発生条件生成手段により、実際の故障情報及び稼動環境条件
から抽出した故障条件に基づき、故障未然防止予防のためのアラートの発生条件を動的に
且つ的確に変更しながら生成することができる。
【００６１】
　したがって、このアラート発生条件生成手段により、実際の故障情報及び稼動環境条件
から抽出した故障条件に基づき、故障未然防止予防のためのアラートの発生条件を動的に
且つ的確に変更しながら生成することができる。
【００６２】
　［その他の実施形態］
　上記実施形態では、単一の医用機器管理装置８によって、全てのＤＢ２１～２５を構築
すると共に、全てのステップＳ１～Ｓ１１，Ｓ５１１～Ｓ５１３，Ｓ５２１～Ｓ５２４を
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実行することに関して説明したが、これに限るものではなく、上記ＤＢ２１～２５のうち
の一部を他の装置に分散したり、上記ステップＳの一部を他の装置で実行したりするよう
に構成してもよい。
【００６３】
　図１３には、かかる分散システムの例を示す。この医用機器管理システム１によれば、
病院２の側の履歴管理装置５がインターネット６を介して管理センタ７の稼動環境情報登
録モジュール３０に双方向に通信可能に接続されている。この稼動環境情報登録モジュー
ル３０は、管理センタ７に付設されたＬＡＮを経由してセンタ内の各モジュール及び各デ
ータベースに接続されている。モジュールとしては、上記モジュール３０のほかに、故障
情報登録モジュール３２、分析モジュール３４、アラート発生条件更新モジュール３６、
及び故障可能性通知モジュール３９を備える。つまり、これらのモジュール３０、３２、
３４、３６、及び３９によって、前述した第１～第４の実施形態で説明した医用機器管理
装置８が実行する処理（すなわち、図４及び図１１の処理）を分散処理する。一方、デー
タベースとしては、稼動情報管理ＤＢ３１、故障情報管理ＤＢ３３、評価区間管理ＤＢ３
５、故障条件管理ＤＢ３７、及び据付情報管理ＤＢ３８を備える。これらのデータベース
３１、３３、３５，３７、及び３８は図１に記載のデータベースと同様の情報を格納する
。これによっても、前述した各実施形態のものと同等の作用効果を発揮することができる
。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る医用機器管理システムの全体構成図。
【図２】稼動情報を示した図。
【図３】据付情報管理ＤＢで管理する据付情報を示した図。
【図４】第１の実施形態に係る医用機器管理装置の動作を示したフローチャート図。
【図５】第１の実施形態におけるステップＳ５を詳細に示したフローチャート図。
【図６】ステップＳ５により導き出した稼動環境（ここでは、室温）と医用機器の故障発
生率の関係を示した表図。
【図７】第２の実施形態におけるステップＳ５を詳細に示したフローチャート図。
【図８】特定の医用機器に関して算出した評価区間（ここでは温度区間）別の平均故障間
隔時間を示した表図。
【図９】特定の医用機器に関して算出した評価区間（ここではスライス数区間と温度区間
）別の平均故障間隔時間を示した表図。
【図１０】稼動環境の単位温度ごとに平均故障間隔時間を算出して得た故障発生頻度分布
図。
【図１１】第４の実施形態において医用機器管理装置によって実行される処理の概要を説
明するフローチャート。
【図１２】第４の実施形態で取得される装置据付情報の一例を説明する図。
【図１３】その他の実施形態に係る分散形の医用機器管理システムを例示する接続系統図
。
【図１４】第１の実施形態の変形例で用いられるＧＵＩが提供する選択項目を説明する図
。
【符号の説明】
【００６５】
１　医用機器管理システム
２　病院
３１，３２，…，３Ｎ　医用機器
４　ＬＡＮ
５　履歴管理装置
６　インターネット（通信ネットワークの一例）
７　管理センタ
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８　医用機器管理装置（稼動環境情報管理手段、故障情報管理手段、分析手段、生成手段
、送信手段、故障条件取得手段、稼動環境情報取得手段、特定手段、故障警告送信手段を
機能的に形成する）
１１　稼動履歴管理ＤＢ
２１、３１　稼動情報管理ＤＢ
２２、３３　故障情報管理ＤＢ
２３、３５　評価区間管理ＤＢ
２４、３７　故障条件管理ＤＢ
２５、３８　据付情報管理ＤＢ
３０、３２、３４、３６、３９　分散設置された医用機器管理のためのモジュール

【図１】 【図２】

【図３】
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【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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